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新 年 の 御 挨 拶

愛媛県土地家屋調査士会 会長  池  川  晋 一 郎

新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様にはコロナ禍で行動制限もあった中、会の運営に対しご理解・ご協力をいただき

ましたこと改めて御ネし申し上げます。

ウイズコロナでの新たな生活様式にも順応し徐々に日常生活のリズムを取り戻してきていた

中、国外ではロシアのウクライナ侵攻、国内でも元総理が銃弾に倒れるなどショッキングな事

件を目の当たりにし、これらの事件の原因であったり、連鎖的に起こった混乱について様々な

ことを考えさせられたことと思います。

一方、我々に身近な話題では、改正・創設された民法も順次施行されており、見直しが行わ

れた相隣関係、共有、財産管理制度、相続制度についても今年4月 1日 施行となります。

相隣関係においては「土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用

することができる。」としてその目的の一つに「境界標の調査又は境界に関する測量」の文言

が明記され、日常業務の境界確認の作業においても関係者への説明、理解・協力を得るうえで

強力な後押しとなると思います。

また、財産管理制度では、対象者の財産全般を管理する「人単位」の仕組みから特定の土地。

建物のみに特化した所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度が倉1設 され、土地の

境界の確認等が必要となるケースでは土地家屋調査士を管理人として選任することが考えられ

ているとのことです。「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」である土地家屋調査士の新

たな職域確立を期待するものですが、そのためには、日本土地家屋調査士会連合会においても

昨年11月 から財産管理人養成講座を開講しておりますが、会員の皆様には研鑽を積み知見を高

めていざと言う時に備えていただければと思います。

最後になりましたが、現役員も任期は残すところ4か月余りとなりました。会員、事務局の

皆様のご協力を得て最後まで会務を全うしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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新 年 の 御 挨 拶

松山地方法務局 局長  柳  川  謙  二

新年明けましておめでとうございます。

愛媛県土地家屋調査士会の会員の皆様には、御家族ともども、健やかに新しい年を迎えられ

たことと、心からお慶び申し上げます。

また、平素から、当局の所掌事務、取り分け、登記制度の適正 。円滑な運営に深い御理解と

温かい御支援、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。現下の社会経済情勢を見ますと、依然

として、新型コロナウイルス感染症が様々な影響を及ぼしているところですが、当局としまし

ては、引き続き、万全の対策を講じながら、社会経済の要請に応えた円滑な業務遂行に努めて

まいりますので、皆様の御支援をお願いいたします。

さて、登記所備付地図の整備は、国民の財産を保護し、明確化する上での最重要課題の一つ

であると同時に、経済効果の面でも高い評価を受けており、経済の活性化やインフラの整備と

いった観点のみならず、事前防災の観点からも、ますます重要性が高まっております。また、

所有者不明土地問題の解消を目的とし、政府の重要施策と位置づけられている表題部所有者不

明土地解消作業や筆界特定制度も、社会から高い評価を受けており、同制度と貴会境界問題相

談センター (ADR)と の連携も、境界をめぐる紛争の解決に重要な役割を果たしております。

皆様には、これらの重要施策の推進に当たり、引き続き、格別のお力添えをお願いいたします。

さらに、所有者不明土地の発生予防及び既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化を

目的として、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫

への帰属に関する法律」が令和 3年 4月 28日 に公布され、相続土地国庫帰属制度は本年4月 27

日から、相続登記の申請義務化は令和 6年 4月 1日 から、住所等の変更登記の申請義務化は公

布後 5年以内に施行されるなど、今後、不動産登記手続等に関して、様々な制度が始まります。

取り分け、相続登記の申請義務化は、制度の施行後に発生する相続のみではなく、既に発生し

ている相続も対象とされるため、国民生活に大きな影響を及ぼすことが想定されますが、令和

4年 7月 に、本人、配偶者又は親が不動産を所有している20代 以上の成人男女を対象として法

務省が行った認知度調査では、令和 6年 4月 から相続登記の申請が義務化されることを詳しく

又は大体知っている方は、全体の33.60/Oに とどまっています。この制度を円滑にスタートさせ

るためには、国民の皆様に、義務化について広く知っていただくことが極めて重要であると考

えられますので、認知度の向上について、皆様の格別の御理解と御協力をお願いいたします。

最後に、オンライン登記申請の利用促進にういてです。

当局におけるオンライン登記申請は、利用率が80パ ーセントを超える月もあるなど、着実に

利用が拡大しているところです。皆様には、調査士報告方式を積極的に御利用いただくなど、

オンライン登記申請の更なる利用促進に向けて、一層の御協力をお願いいたします。

結びに当たり、本年も、会員の皆様が、更に御活躍されることを期待いたしますとともに、

愛媛県土地家屋調査士会のますますの御発展と会員の皆様の御健勝 。御多幸を心から祈念いた

しまして、新年の御挨拶とさせていただきます。
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新 年 の 御 挨 拶

愛媛弁護士会 会長 吉 村 紀 行

新年明けましておめでとうございます。

愛媛県土地家屋調査士会の会員の皆様におかれましては、日頃から愛媛弁護士会の活動にご

理解とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。

貴会の会員たる土地家屋調査士は、土地家屋調査士法において、不動産の表示に関する登記

及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、

もって国民生活の安定と向上に資することを使命とされておられます。またその職責として常

に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなけ

ればならないともされておられます。そのような崇高な使命、職責をもたれている貴会及び貴

会会員の皆様と協力させていただき、活動を共にしていただくことは我々愛媛弁護士会として

非常に光栄に感じております。

貴会と当会の協力関係を示すものとしては、境界問題の専門家である土地家屋調査士と我々

弁護士との協働による民間紛争解決機関である境界問題相談センター愛媛があります。このセ

ンターは、平成20年 1月 に、法務大臣より裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律に

基づく認証を受け、土地の境界をめぐる紛争の当事者双方からの依頼により、貴会と当会の委

員が調停委員としてトラブルを解決するための調停を行って、現在に至るまで実績を上げてお

ります。

令和元年12月 には、愛媛県内の災害時における各士業相互間における協力に関する覚書が締

結されており、貴会との連携もますます強固なものとなっております。

3年前からの新型コロナウイルスの蔓延により愛媛のみならず世界の様々な活動が大幅に影

響を受けましたが、貴会及び貴会会員の皆様の活動も思うような活動が出来なかったのではな

いかと推察されます。当会におきましても、会の毎年恒例の行事が次々に中止となり、一般市

民向けの法律相談も一時停止、電話相談への切り替えと試行錯誤を繰り返しながら進めてまい

りましたところです。そして、貴会と弁護士会の協働による活動の成果でもある境界問題相談

センターに関しても面談を行うことがままならず、やむなく当面の間活動を体止せぎるを得な

いこととなりました。原稿を書いております現在も再開されておりませんが、できる限り早く

活動を再開できることを心より祈っております。

これからも新型コロナウイルスの蔓延状況は予断を許しませんが、このような状況であるか

らこそ貴会及び当会との協力が今後もますます重要になっていくと言うことは間違いありませ

ん。

最後になりましたが貴会及び貴会の会員の皆様のご健勝とご多幸をお祈 りして、私の新年の

挨拶とさせていただきます。

-4-



-4.辞墨
´
X :

′ 争

新 年 の ご 挨 拶

日本土地家屋調査士会連合会 会長  岡  田  専問一 員出

新年、明けましておめでとうございます。

愛媛県土地家屋調査士会員の皆様方におかれましては、心新たに新年をお迎えのことと存じ

ます。また、日頃より日本土地家屋調査士会連合会 (以下、連合会という。)の活動に御理解、

御協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、この数年は、社会全体において新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらの

毎日でした。愛媛県会の皆様におかれましても、日々の業務や生活面等々に感染対策と創意工

夫を凝らして過ごされていることと推察いたします。

ところで、昨今の専門資格者の社会的評価について、社会貢献活動を抜きに語ることはでき

ません。連合会といたしましても土地家屋調査士としての能力を生かした社会貢献活動は、重

要な要素だと考えています。これまでも、連合会は、全国の単位会の協力のもと、地図づくり

の主たる担い手の立場から、経済効果や自然災害への事前復興などの多角的な視点から、地図

づくりの有用性と重要性を社会に対し、強く、広く発信してきたところです。今後においても、

会員の皆様とともに自分たちの組織の歴史と情報を共有することにより、意識の共有につなげ、

更には行動の共有へと進行し、未来を共有し、社会貢献活動を継続することが、土地家屋調査

士制度と国民生活をつなぐ大いなる架け橋となるものだと理解しています。

さらに、所有者不明土地問題に関連する一群の法整備として、土地基本法の一部改正による

土地所有者の責務の規定、民法の一部改正による相続登記の義務化、相続土地国庫帰属法の創

設等、国民生活に影響をおよぽす事態が想定される法整備がなされています。これらの潮流は、

私たち土地家屋調査士が、所有者不明土地問題解決に資する専門職者としての期待を背負うこ

とを意味すると考えており、社会に安定した生活を提供する職責を全うするため、連合会とし

ましても全力で対応する覚悟であります。

また、地球規模で掲げられている持続可能な開発目標 (SDGs・ 目標11住み続けられる街づ

くり)を も念頭に入れた活動として、狭あい道路の解消に対し、緊急車両等の乗入れ困難な道

路環境の整備、災害時の避難経路の安全確保等、土地家屋調査士としての経験と能力を生かし

た方策を提言し、実行することにより地域防災と地域互助に寄与することは、土地家屋調査士

を核とする組織として必然とも言えます。

これら、様々な社会的変化を隣接法律専門職として、また不動産の表示に関する登記の専門

家として、さらには土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、正しく国民の皆様に伝え

ていく責務が、私たちには課せられていると理解しています。

以上のような動向からも、昨年に引き続き本年も土地家屋調査士制度に対する社会からの期

待に応えるべき、まさしく正念場ともいうべき年であるとの認識が大切であると存じます。

最後に、新しい年が、愛媛県土地家屋調査士会員の皆様にとりまして、明るく希望に満ちた

一年となりますよう祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。
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副会長便 り 副会長 合 田 俊 行

新年おめでとうございます。本年こそ本当におめでとうと言いたいところです。

この3年間新型コロナウイルス感染症により世界全体が困英佐の中で新年を迎えてきました。

私はコロナの真っただ中で副会長に就任させていただき、コロナ前の平穏な年とは違う中で 1年半をこ

れまで務めさせていただきました。愛媛会としましては会務執行・連絡の円滑化の為にSlackの導入、密を

避ける為や色々な会議・研修会の合理化、円滑化の為にZoomの使用を始めました。ただ私にとりましては

今まで通常の業務でのパソコン、測量ソフト、文章・計算・通信等々色々なソフトが苦手なものですから、

SIackや Zoomは 大変便利なツールですが使いこなすまでには至っていません。まだ時間がかかるようです。

担当部は、業務部と研修部を担当させていただきました。研修部としましては、会員皆様もご承知のとお

り、全会員が受講しなければならない「年次研修」の実施が今年度の大きな目的です。栗山業務部長はじめ

各部員さんの努力 。協力のお陰で少しずつ実施出来ています。ただ、年次研修の実施におきまして、新型コ

ロナウイルスの感染の急激な増加もありましたが、計画された研修を中止していただいた支部の会員、支部

長、支部役員の方々にはご迷惑、ご苦労をおかけいたしました。この紙面を借りましてお詫びをさせていた

だきます。

もうすでに年次研修を受講された方はお判りだと思いますが「義務研修だから参加しなければならない」

のではなくて受講する事により、今からの調査士業務に必要な要素を多く学ぶ事が出来ます。もちろん「そ

んなことは知っている」と言われる方も多くおられると思いますが、もう一度ご自分の業務を見直していた

だく良い機会だと思います。これは世の中が私たち「士業」に求める要求だとも思うからです。私自身も今

までの業務について反省材料になっています。

業務部での大きな柱は「不動産の表示に関する登記事務取扱要領の改正」への対応でした。これも年次研

4歩 とともに会員の皆様にとっては大変重要で日々の業務に直結するものです。昨年4月 18日付けで送らせて

いただきました「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針」を基本として法務省が全

国的に要領を改正しようとしたものです。ここでも、お詫びを申し上げます。改正要領の説明会がその施行

後になった事です。説明会では指針の説明に多くの時間を割きました、指針と改正要領の両方とも重要です。

説明会でもありましたが、近々もう一度要領改正があるようなので、本会よりの発信文書にこれからもご注

意願います。新年早々ご挨拶になっていませんが、本年は皆様方にとって良い年でありますことを祈念いた

します。

r
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副会長便 り 副会長 藤 永   守

新年あけましておめでとうございます。

日頃から本会の会務運営にご協力いただきありがとうございます。

令和 2年度の役員改選により、広報部・社会事業部を担当させていただきましたが、早 2年 目を迎えるこ

とになりました。本会の役員として、あと数ヶ月の任期を頑張っていく所存でございますので、よろしくお

願いいたします。

さて、所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大 きく変わることになりました。「所有

者不明土地」とは、①不動産登記簿より所有者が直ちに判明しない土地 ②所有者が判明しても、その所在

が不明で連絡がつかない土地をいいます。全国の所有者不明土地の割合は、220/Oだ そうです。結構な割合に

驚きです。

土地家屋調査士にも関係することは、相続登記の申請の義務化 (令和 6年 4月 1日 施行)と 住所等の変更

登記の申請の義務化 (令和 8年 4月 までに施行)になることです。

土地の筆界確認をするのに、登記簿で調査をし、土地所有者の住所地を訪ねたところ、 そこに居住 して

いない又は死亡されていたなど、しばしば経験されていると思います。

この場合、土地所有者の探索に多大な時間と費用が必要になることとなりますので、土地所有者が相続・

住所変更登記をきちんとすることにより、境界確認等の作業の効率化になり、何よりも依頼者への追加費用

の削減になります。

また、民法209条 1項の相隣関係の見直 しもされました。 (令和 5年 4月 1日 施行 )

これまでは、隣地使用を請求することができる具体的な意味が判然せず、隣地所有者が所在不明である場

合などで対応が困難でありましたが、この見直 しにより、隣地使用が認められる目的を拡充 。明確化され、

その中に「境界標の調査・境界に関する測量」が明記されることになりました。これにより、隣地の所有者

を調査 しても分からない場合には、境界調査のために隣地を使用することができるようになります。

最後になりますが、全国の新型コロナウイルス感染者数は、令和 4年 8月 の第7波のピーク時は 1日 25万～

26万 人に達していました。 9月 になると急減しましたが、11月 に入って再び上昇傾向になっています。まだま

だ、新型コロナとうまく付き合いながらの日々になりそうですが、会員の皆様のご健康と益々のご清栄を心よ

りお祈 り申し上げます。

-7-



副会長・各部・ センダー便り
言撃 k マみ

.

r

総務部便 り 総務音日長 青 田 宏 之

新年、明けましておめでとうございます。

会員の皆様方におかれましては健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

さて、新年の会報発行にあたって昨年を振り返りますと、昨年も新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止のために様々な社会活動の制限をうけ、閉塞感や停滞感を感じる 1年であったと思います。

しかしながら、そんな中でも徐々にではありますが、行動制限の解除や防止策を施しての会合等が行われ

るようになり、私も久しくお会いしていなかった県外の土地家屋調査士の先輩方とお会いする機会をいただ

くことがありました。コロナ禍以前からお会いしておらず、5年ぶりの再会となるある方からは、「お互い

齢をとりましたな」という言葉をいただきました。その方はバイタリテイーの塊のような方ですから、私か

らすると以前と変わらず若々しいというのがその方への印象でしたが、如何せん久方ぶりでしたので気の利

いた返答ができずに別の話題へと話は移ってしまいました。

その 2、 3週間後だったと思いますが、とある支局に和紙図の閲覧に行くことがありました。そこで、こ

ちらは10年近くお会いしていなかった登記官と偶然お会いすることとなったのですが、その際登記官からは

「貫禄が出ていたから最初は誰かわからなかった」とおっしゃっていただきました。このご時世ですからマス

クをしており、顔の半分は見えないけど、貫禄がついたと…。その時、前回のことも合わさってハタと気付

きました。「俊がハゲただけやないか～い」と。

行く川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。

淀みに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。

(鴨長明「方丈記」)

というわけで総務部では、次年度発行予定の会員名簿に掲載する写真を、可能な限り最新のものとするた

め、昨年度より、会員の皆様がお集まりいただく機会を利用して皆様の写真を撮影させていただいておりま

す。また次年度より、会員証を現在のラミネート加工方式からプラスチックカード仕様に変更し、併せて有

効期限を一元化する予定としており、その会員証にも撮影した写真を使用する予定としております。常なら

ぬ世の利那を写しだし、かりそめの永遠を作り出す会員名簿の作成に引き続きご協力いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。
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財務部便 り 財務音日長 青 田 宏 之

新年、明けましておめでとうございます。

財務部の青田です。唐突ですが、その昔、銭湯で知 り合ったヘンリー先生にMr.ブルーと呼ばれた時があ

りました。以来、ふるさとを聞かれたら迷わず地球と答えるようにしています(CX八神純子)。

さて、地球と言えばここ最近、地球規模での解決を迫られる問題を耳にする、日にする、触れる機会が増

えてきたと思いませんか。気候変動、エネルギー資源、ジェンダー平等等々。なぜなのかとつらつらと考え

てみましたら、あれでした、「SDGs持続可能な開発目標」。今一つピンとこない言葉ですが、これが幅を利

かせてきたと言いますか、商売になりだしたと言いますか、とにかくこの文字を目にする機会が増えました。

人は概ね持続的で安定した、発展的世界を求める。総務部として諸行無常をはかなんだ舌の根の乾かぬ内

に、真逆の思考、サステイナぶるのは如何なものかという気もしますが、それはそれで素敵なことなんだと

思います。

というわけで、財務部では本会や公嘱協会で、長年、会長や部長として会務に携わっていただいた方々を

委員に委嘱して財務検討委員会を組成し、将来に渡って持続可能な会運営の在り方を検討することとしてお

ります。この原稿を書いている現時点では、検討に必要となるデータの収集、集計を行っており、例えば、

元データの正確性の検証や関数のエラーチェツクを行っていない暫定値ではありますが、この10年で会員の

平均年齢が4歳、20年で10歳上がっていること、平均的な入会時の年齢が35歳 、退会時が66歳 というような

データを集めています。

財務部では、今後、これらのデータをもとに会員の入退会の動向や想定される社会情勢を検討し、土地家

屋調査士会の持続的な発展を考える礎となるような答申をいただけるよう委員会のサポートを行いたいと考

えています。データの収集に際しましては会員の皆様方のご協力が必要となる場面もあるかと思います。年

計表の提出や日調連が行う事務所形態及び報酬に関する実態調査等は、今後の本会運営の重要な基礎資料と

なるものですから、改めてご協力のほどよろしくお願いいたします。
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副会長 。各部・ センダー り
,
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業務・研修部便 り 業務 。研修部―同

益 田 責 之

業務・研修部に配属されて、早 2年 目になりました。

理事として務まるのだろうかと思いながら、会務に参加しておりましたが、心優しい合田副会長、底抜け

に明るい栗山部長のもと部員の皆さんとも和気調々と務めさせていただいております。

業務 。研4笏部でこれは良かったと思うことがあります。部会などで話し合いをする際に、まさに日々の業

務に直結する議題で、自分にとって非常に勉強になります。そこで疑問に思うこと等を質問すると、即座に

答えが返ってきます。(業務部の先輩方は何でも知っている)

そんなこんなで、これからも楽しく勉強させていただきながら、愛媛会の発展のため微力ではありますが、

貢献させていただきたいと思います。

<部長の声>

広報部から引き続き、4年間一緒に仕事をしました。会議がある時は必ず愛南町から来ていただきました。

これほど熱心に取り組んでいただける方はいないのではないでしょうか Iも しかすると別の用事のついでに

来ているのではと…少しだけ疑っています (笑 )

竹 内   匡

今まで、業務部のみに携わってきましたが、今期から業務部、研修部を兼務することとなりました。業務

関係においては、登記事務取扱要領の改正、研修関係においては、年次研修と大きな事業があり、新しいこ

とに取り組むことができなかったのが少し心残りでもあります。

私だけでなく、日々の仕事をこなしながら会務を遂行していくことは大変ではありますが、出来る限りの

ことはしていこうと思います。

<部長の声>

業務部長をされていた方に引き続き理事をお願いいたしました。(屈辱だったのではないかと…器の大き

い方です I)業務のことがスムーズに出来たのは竹内さんのおかげです。次期は業務部長に返り咲きで宜し

いのでは|?(笑 )

小 野 周 平

二期目の業務部配属です。

陽気な栗山部長に助けていただきながら務めております。

私自身、現在の社会ではより効率化が求められることによる受託業務の工程短縮の要求がある一方、国民

の権利意識の向上によるより細やかな業務手続も益々求められ、この相反する要求をかなえながらどのよう

に業務をこなしていくか、日々悩んでおります。

業務部はその名の通 り業務に直結する議題が多 く、都会を通じて参考になることもあり勉強させていただ

いてお ります。

その中で土地家屋調査士の使命に基づいた立場を忘れずに業務に取 り組むという基本姿勢に立ち返ること

が大切であると思い出させてくれます。業務部会で活動 し良かったと思う点です。

これからも基本姿勢を忘れずに業務部会の運営に携わって参りたいと思いますので、よろしくお願いします。
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<部長の声>
いつも的確な意見を言つていただき、気づかされることが多々ありました。また初めて一緒にゴルフした

時、スイングが美しい !と 魅入ってしまうほどでした。知性と美を兼ね備えられた方です。三期目も業務部

配属が決定ですね (笑 )

井 手 常 生

お世話になった方からお話を受け、はじめて会務に参加させていただきました。

力不足は承知しておりましたが、副会長をはじめ部員の皆様方には温かく接 していただき、ご迷惑ばかり

お掛けしてしまいましたが、おしゃべ り好きの部長 (∧ _∧;)に は、いつも助け船を出していただき、そのお

心遣いがとても有 り難かったです。

何 もお役に立てませんでしたが、今までお話 ししたことのない方とお話 し出来たり、業務について最新の

知識に触れられたり、いろいろなことを勉強させていただき感謝しております。

また、ご推薦をいただき、オブザーバーとして会議に参加させていただきました松山支部三役始め理事の

皆様方にも、この場をお借 りして御礼申し上げます。

2年間どうもありがとうございました。

<部長の声>
年下の私から命令をされても、嫌な顔一つもせずに任務を遂行していただき、「困つたときの井手さん」

です lた まに通信障害が起こり音信不通になることがあります…違う惑星に居られるのかと (笑 )

池 田 優 作

本会の理事は初めてでわからないことばか りで、部の皆様には何かとご迷惑をおかけしたかと思います。

業務・研修部に配属され、部の皆様には、会務においてはいろいろと助けていただき、たいへん居心地のい

い部でした。

部会では日々の業務に直結 している話が多 く、勉強をさせていただき感謝してお ります。残 りの任期 も、

勉強させていただきながらにはなりますが、できる限り協力させていただきたいと思います。

<部長の声>

今治で一番 !?忙 しい方ではないかと思っています。業務についての知識・経験が豊富で、色々な場面で

教えていただくことがあ りました Iま だ一期日とは思えない落ち着き感があります。二期、三期と役員をさ

れて更なる勉強をしてください (笑 )

「合田副会長の声」

新米副会長の下 (実際は下では無く、新米部員)約 1年半、栗山部長はじめ部員の皆さんにはご迷惑をお

かけしたと思っています。さらにこれまでに無かった年次研修、登記事務取扱要領の改正と大きな2本柱ヘ

の取り組みがありました。実際私自身戸惑うことも多かったですが、「皆さんの団結力でここまで来れた」

と振り返っています。年次研4笏 はまだ道半ばです。あと少し皆さんと頑張っていきたいと思います。本年も

よろしくお願い申し上げます。
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副会長 。各部 。センター便り
輩  T ttt

広報部便 り 広幸限吉日理事 部 築 浩 平

あけましておめでとうございます。

広報部の都築です。早いもので2年の任期も終わろうとしていますが、当初は何をするのかさっぱり分か

らず調査士の宣伝をするのかなくらいの認識でした。それも間違いではなかったのですが、まず驚いたのは

広告料金の高さです。さまざまな媒体を使って調査士をアピールするにはお金が掛かるのです。テレビやデ

ジタルディスプレイ等の映像関係は特に。だから広報部の予算も他の事業部に比べると多めに設定されてい

ます。

しかし昨今は、SNSや YouTube等の情報伝達手段が増え費用を抑えることができるようになったので、

旧来のメディアを積極的に活用する意義が薄れてきているのは確かです。

日調連でも、YouTubeに よる土地家屋調査士制度広報用動画を作成したり、我が広報部でもホームペー

ジのリニューアルやSNSを活用した情報発信に力を入れているところです。とはいえ、さまざまな年代層

に情報を届けるためには旧来メディアも含めてバランスよく発信していく必要があると思います。比較的若

い世代は、WEBを 活用した能動的な情報収集ができるのに対して、年配の方はテレビ。新聞等から情報を

得ている割合が高いと考えられるからです。

さて、コロナ禍になってからというもの前述のデジタル的な広報に対して、アナログ的広報活動が制限さ

れてしまいました。例えば「お仕事フェスタ」における職業体験ブースヘの参加や、県内の学校を対象とし

た「出張課外授業」などです。これらは、子供たちに将来の職業として調査士を選んでもらい、さらに土地

家屋調査士制度を存続させていく上でも、とても重要な活動ですが今年の3月 に予定されている「お仕事フェ

スタ2023」 は無事に行われてほしいものです。

昨年実施された主な広報活動としては、日調連 岡田会長の隔年ごとの「愛媛大学法学部不動産登記法講座」

を開催いただいており、各支部単位においても「全国一斉不動産表示登記無料相談会」、他士業や地方自治

体と連携した相談会の実施など会員の皆様にもご協力いただいているところです。

今年度の活動で、特に印象に残っていることを2つほど紹介します。 1つ 目は、「広報用調査士ポスター」

の作成です。皆様のお手元にも届いていると思いますが、「境界確認」用と「建物登記」用の2種類を作成

しました。境界の方は九州福岡会にご協力いただき、建物の方は石川部長のデザインにより形にすることが

できました。通りかかった事務所の窓に掲示されたポスターを見ると、なんだかうれしくなりました。PDF

データを印刷して利用することも可能ですので是非ご活用ください。

2つ 日は、昨年7月 に松山中央公園マドンナスタジアムで開催された「マイナビオールスターゲーム2022

開催記念 松山市三角ベース大会」での活動です。松山支部会員のご家族と一緒に、「熱中症対策員」として

部長と私もベンチ入りしました。みなさん調査士会の法被を着て、広報活動にもご協力いただきありがとう

ございました。35℃ を超えそうな真夏日の中、子供たちの元気な姿がとても印象的でした。早くマスクのな

い日常生活が戻るように願うばかりです。
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社会事業部便 り 社会事業部理事 部 築 浩 平

一

広報部に続き社会事業部の都築です。

社会事業部の活動は、その「社会」という言葉のイメージから連想される「私たちの生活基盤である環境」

や「広範囲に及ぶ」という先入観も相まって、2年経とうとしている今でも把握仕切れていないというのが

本当のところです。それだけ関係する組織や人も広範囲にわたり、必要な知識も多くなります。

令和 4年度の大まかな流れとしては、所有者不明土地や空家の解消に向けた法制度の改正に添うかたちで

調査士も対応していかなければならず、また昨今多発している局所的災害や、南海 トラフ大地震等の将来起

こることが予想されている大災害に対処するため、国や地方自治体、その他関連団体との連携強化を図る活

動がメインになっています。

例えば、昨年10月 に行われた愛媛県主導による「狭あい道路整備等促進事業」市町担当者向け説明会にお

ける講師の派遣です。皆さんもご存知のとおり狭あい道路の解消は、災害発生時に迅速に対応するためにも

重要な要素のひとつです。現在、県内では松山市 。東温市・四国中央市の3市が狭あい道路整備事業を行っ

ておりますが、他の市町にも積極的に導入していただくため愛媛県庁主催の研4笏会が開催されました。これ

に応えるかたちで、本会と愛媛公嘱協会・政治連盟が連携して動き、藤永副会長には講師として参加いただ

きました。

今年度は、法務局における所有者等探索委員や筆界調査委員の推薦、各自治体での災害時における家屋被

害認定調査や応援協定に係る連絡調整、空家対策審議会委員の推薦など、及びそれらに関連する法令等の理

解を深めるための講演や研修への参加等、多岐にわたりました。また、私も委員の一人として携わった境界

問題相談センター愛媛の「運営委員会」と「規則検討委員会」では徳永センター長が中心となって活動をし

てきました。「運営委員会」では弁護士運営委員の先生方と、WEB会議システムを利用した手続きの実施や

関与員研修会及び弁護士会との士業勉強会・交流会などについて毎月協議を行い、7月 には「土地家屋調査

士業務における反社会的勢力との関わり」と題してセンター愛媛研修会を実施し、参加者からは好評をいた

だきました。「規則検討委員会」は、ODR(オ ンライン紛争解決)に対応できるように、センター規則の一

部改定を目的として協議を重ねてきました。

社会事業部の活動は、主に正副会長や役員、センター長、各会員のご理解とご協力なくしては成り立たず、

皆様には大変頭の下がる思いです。普段の業務をこなしているだけでは、なかなか見えないことを社会事業

部に配属されたことによって実感できたことはとても勉強になり、今まで諸先輩方のご尽力により会の運営

がなされていたことを知れたのも大きな収穫でした。何分初めての理事ということで、あまりお役に立てま

せんでしたが残り少ない任期を頑張りたいと思います。
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松山支部便 り

松山支部長 原 田 健太郎

皆様、いつもお世話になります。

昨年も何かとコロナの影響下にありましたが、皆様におかれましては、立会時のソーシャルディスタンス

の確保、マスク着用、検温等に留意され、業務に精励されていることと存じます。

さて、昨年の松山支部の広報活動等について、ご存知無い会員もいらっしゃるかと思いますので、紙面を

お借りしてご紹介させていただきます。

7月 27日 (水 )に坊っちゃんスタジアムで開催されたプロ野球「マイナビオールスターゲーム2022第2戦」の

機運を高めるため、7月 24日 (日 )松山市スポーテイングシティ推進課主催で開催された三角ベース大会に出

場しました(開・閉会式では調査士会の法被を着用しました)。 メンバーは支部長、副支部長 3名、松山支部

の沖中会員及び各ご家族、また本会広報部から石川部長、都築理事にもご参加いただきました。チームスポー

ツは楽しく、試合も盛り上がりました。今年、同大会が開催されるか不明ですが、このようなスポーッ大会

が開催される場合、支部会員で複数のチームを編成し参加出来れば、会員同士の交流と広報の場になると思

います。

10月 19日 (水 )松山支部は、愛媛県警から地域に密着して事業活動し、高齢者の安心で安全な暮らしを守る

サポート活動に取り組む事業所として「安ちゃん 。心ちゃんの事業所」に認定されました。この活動にご協力

いただける支部会員には、県警から調査士会事務局を経由して、特殊詐欺、交通事故等防止を啓発するチラ

シが定期的にPDFフ ァイルでメール送信されます。皆様には社会貢献及び広報活動の一環として、立会案

内持参の際、また押印交渉の際等に、印刷したチラシを関係者に是非お渡しいただければと思います。

11月 27日 (日 )松山市総合コミュニティセンターで開催された「キッズジョブまつやま2022」 に参加し、松山

市内の小学生の皆さんに土地家屋調査士の仕事についての座学や、ピンポールを使用した測量体験等をして

いただきました。例年松山支部はこのイベントに参加していますが、職業体験を通じて、私達の仕事に少し

でも興味を持っていただき、ひいては将来の職業選択に繋がることを期待しております。

12月 2日 (金 )支部の忘年会をホテルの一室を借り切って行いました。近年、コロナ禍で支部総会後の懇親

会、忘年会を開催出来ず、会員の親睦の場を設けることが叶いませんでしたが、久しぶりの集まりで皆様の

会話も弾んだことと思います。今年もこのような場を設けたいと思いますので、皆様のご参加をお待ちして

おります。

以上、主に広報活動のご報告でしたが、班会議、研修会等、今年の支部活動も少なからずコロナの影響を

受けることが予想されます。その中でも支部として出来ることは積極的に行って参りたいと思いますので、

皆様のご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
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西条支部便 り

西条支部長 西 川 雄 祐

令和 4年 も新型コロナウイルスに大きく影響を受けた一年となってしまい、ヤヽつになったら終わりが見え

るのか、光が見えるのかと疲弊した一年でした。

会員の皆様におかれましても業務の上、生活の上でも様々な影響を受けたのではないかと思われます。

土地家屋調査士の業務は、土地の境界の現地立会などでどうしても関係土地所有者の方と直接お会いし説

明する機会が必要となってきます。調査した書面や測量した図面、現況写真などの資料のやり取りにより状

況の説明や、聞き取り調査といった方法も考えられますが、やはり情報の行き違いなどを防止するためにも、

原則的には現地にて直接お会いしての現地立会を行う方法が望ましいのではないかと感じております。

その他にも依頼者との協議において直接お会いして打ち合わせを行う事もあると思われますので、くれぐ

れも感染対策に気をつけて業務を進めていただければと思います。

新型コロナウイルスの影響は、西条支部活動におきましても各会議・研修等にも影響を与えられ、活動方

法もZoomに よるWEB形式等も検討している次第です。

また、4月 に開催する支部総会も昨年同様に規模を縮小しての開催も視野に入れて検討する必要があると

考えております。新型コロナウイルスの状況を考慮して判断をし、上記のZoomに よる配信も検討したいと

思います。また開催方法など改めてご案内をさせていただきますので、ご協力のほど宜しくお願いいたしま

す。

四国中央支言日長 伊 藤 大 繕

愛媛県土地家屋調査士会員の皆様、あけましておめでとうございます。

令和もあっという間に5年度の幕開けですね。会員の皆様は健やかな新年をお迎えのことと思います。四

国中央支部の令和 4年は未だコロナウイルス感染症に翻弄される一年でありました。しかし、新たな活動が

始まった一年でもありましたので、その活動報告をさせていただきます。

四国中央支部では、昨年度から土地家屋調査士・宅地建物取引士・建築士・司法書士・行政書士の五士業

と四国中央市役所との協力で空き家・空き地対策連携協力推進会議を開催しております。その連携協力推進

会議の事業として、昨年10月 30日 の日曜日に四国中央市役所にて市民への空き家・空き地問題無料相談会を

開催いたしました。四国中央市役所の会議室を利用して、相談席を2ブース設置し、相談時間は 1組30分以

内とした相談会です。相談内容は前もって、市役所の職員が相談者に聴取しており、相談内容に応じて各士

業を振り分ける方法で実施しました。日曜日の午前中のみとした相談会にもかかわらず、午前 9時から12時

までの30分 6コマの2ブースで、計12件の相談ブースがすべて埋まる盛況でした。以前から、空き家・空き

地の問題を抱える市民が多いことは予想していましたが、相続や事業承継で親世代から引き継いだ老朽化し

た建物の維持 。処分の問題の奥深さを実感させられる相談会でありました。相談内容としては空き家・空き

地の売却・活用が最も多く、土地家屋調査士の業務範囲ではない相談もありますが、他士業の相談への対応

-15-
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方法を間近で見ることが出来、非常に勉強になりました。土地家屋調査士だけだと、どうしても境界問題や

表示登記という狭小な専門分野の話となってしまい、相談者の数も少ないことは私が広報委員をしていた頃

から感じていたことであります。五士業プラス市役所職員の相談員というのは、市民からすれば空き家・空

き地相談に広く対応の出来る心強い味方と感じてもらえたのではないでしょうか。四国中央支部としては、

今後も五士業の研4多会。懇親会の実施を通して、よリー層他士業との懇親を深めて参りたいと思っております。

コロナウイルス感染症の影響で、リモートヮークが増え、人と人が実際に会って会話する機会が極端に減っ

てしまいました。人は人と出会うことで刺激を受け、学び、イノベーションを起こしてきたはずです。リモー

トという遠隔のやり取りで用が足りると言う人がいますが、それは当面の課題解決だけです。なので、これ

からも幅広い人材と出会える五士業会を大事にして活動したいと思います。

今治支部長 細 川 安 良

新年あけましておめでとうございます。

昨年は、国等の新型コロナによる規制緩和 も進み、今年こそはと支部研修及び忘年会を実施 しようと計画

していましたが、感染者が増え中止することとしました。私自身、一度新型コロナに感染 したもので、幸い

症状は軽かったのですが、10日 間隔離状態となりました。現在は 7日 間でありますが。私は個人事務所で、

長期の休みは業務を止め、お客様に多大な迷惑をかけ、また事務所経営にも影響が出ました。支部活動にお

いて感染者が出たらと考えると、なかなか思うような活動ができませんでした。また、私自身においても新

型コロナ感染リスクを考えすぎ、飲み会、旅行などは不要と考えてしまっている部分があります。国等の規

制緩和 というか経済活動に重点を置いてきた中、どのような行動をすればいいのか、自問自答 しており、最

終的には自己判断でするしかないのかと思います。私は基本的に飲み会、旅行が大好きな人間であるので、

感染を気にせず楽しみたいのが本音です。

さて、昨年の支部活動報告ですが、研修は行っておらず、 3年ぶりに10月 1日 にボランティア清掃を行い

ました。第 7波の新型コロナ感染者数が増えてきたときでありますが、10名の支部会員に参加いただきまし

た。その他主な支部活動は行っておりません。

2月 頃に感染者数が減少すると考えられますので、新型コロナの波を考え支部活動を計画できたらと考え

ております。

詩
・

今治支部便 り
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大洲支部長 藤 本  治

自宅と事務所が立ち退きになった。

自宅は堤防敷地に、事務所は隣地への進入坂路となる。

4年前の7月 7日 の早朝、今まで見たこともないほど沿沿と流れる濁水に、我が家はゆっくりと呑み込ま

れた。 1階にあった全てと車輌 4台が災害ごみとなり、その一部始終を2階から眺め続けるより他、術はな

かった。

被災後の復興計画に、自宅近辺は区域外とされ何らの対策も行わない範囲とされた。場所的に地区の外れ

であったため、己むを得ぬものと受け入れ、半年ほど掛けて建物を復旧させた。

その後、さほどの時を経ぬ頃に築堤の話が持ち上がった。当初は自宅と隣地の周囲270度が扇形の堤防、

残りの一辺が道路といった輪中状態。それが次第に計画が変わっていき、最後は全筆買収による立ち退きと

なった。

協力依頼があり、聞いた。

「抗うという選択はあるのか ?」

「1又用する。」

「条件聞争出来るのか ?」

「 E贅 ヤヽ。」

「何故、自宅の復旧後なのか ?」

「最近決まった。」

小気味良いほど簡潔にバッサリと切られた。取り付く島のない分かり易い説明に、嫌も応もなかった。今

までする側に立って業務を行っていた自分が、される側の当事者となった。

隣接地との境界確認は同業の調査士が手際よく捌いてくれた。民地との境界は、常日頃の人間関係の大切

さを改めて痛感した。自宅のある場所が街場とはほど遠く、近隣50メ ートル圏内に住家がないといつた環境

のせいもある。官地との境界は、20年 ほど前に自身が行った成果よりも数メートル、約20坪ほど拡がった。

あらまほしきことなれど、宅地という名前の原野、河原である。

続いて、家屋調査と物件調査。屋内の細々したとこまでの調査と聞き、家人が盆暮れの何倍もの手間と時

間を掛けての大掃除。招いたつもりはないが、日常そのままを曝け出す家もないものを、この労力は見てく

れぬのか。調査そのものは、実に隅々まで微に入り細に入りであつた。家屋内部では、そんなところは家主

も知らぬぞという場所まで覗き込まれた。通路のピンコロの数量や採石部分の面積は勿論、庭や原野の草木

の本数に至るまでの細かな調査。知らぬことばかりだつた。

動くのは相手方だけではない。此方側も自分で転居先の探索。今更知らぬ土地で新しい人間関係を築くの

も気が重い。住み慣れた地区内での探索を試みるも、人家疎らな地区とはいえ、いざとなると適当な土地が

ない。ようよう探し当てた物件で、現在、境界確認中なれど、長挟物の相手方の同意が必要。共有で県外在

住、応答なし。望んだ移転でもないものを、誰が為の無難辛苦。人に出て行けというのなら、希望に添うと

ころも探します、話も纏めます、境界確定は勿論のこと、転用も造成も全部やります、くらいは言つて欲し

いもの。幾許かの思いは伝えたが、十のうち八つ、いや七つは衣の下にある。

来年末には更地にして引き渡せとのこと。出来ることもあれば出来ぬこともあるやろ、そちらの都合ばか

り………言葉を呑み込む。如何せん立場が悪い。

撃
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自分の業務としては境界が決まればそれで終わりで、それ以上地権者のことを慮ることはなかった。当事

者になって初めて見えるものがあり、感じ方も変わってきた。これからは半歩だけ踏み込んで相手と向き合

おうか。後の半歩は、やはり冷めた日で見る。

日に出して変わるのであれば伝えもするが、我がの思い呑み込みて腹膨るる日々。間々と過ごす。

宇不日島支嵩日長 兵 頭 栄 次

日頃から、支部活動の円滑な実施にご協力いただき、ありがとうございます。

さて、2022年 11月 25日 総務省発表の東京都区部2022年 11月 の消費者物価指数(コ アCPI)|よ 、前年同月比3.6%

となり、1982年 (昭和57年 )4月 以来、実に40年 7か月ぶりの高水準となりました。これは、円安を背景とし

た輸入原材料費高騰の価格転嫁が進んだ結果であり、一般消費者として身近な日用品の値上げを通して、じ

わじわとインフレ懸念が高まっているところです。

また、海外に目を向けると、米国の2022年 2月 の消費者物価指数(コ アCPI)の上昇率が6.4%と なったこと

を受け、米国連邦準備制度理事会 (FRB)は 3月 開催の連邦公開市場委員会 (FOMC)で 、コロナ禍を受けて

2020年 3月 から続けてきたゼロ金利政策を解除して利上げを行い、続いて欧州中央銀行 (ECB)は、2022年

7月 21日 開催の理事会で利上げを決定しました。

これに対して日銀は、2022年 10月 27日 から開催した金融政策決定会合においても「長短金利操作付き量的・

質的金融緩和」の継続を決定し、消費者物価指数の上昇は一時的であるとの見解を示しています。

そのような世界経済情勢の中で、宇和島支部が属する愛媛県南予地域は、典型的な過疎地域であり、人口減

少、少子高齢化、農業、漁業の後継者不足という、地域の存続が危ぶまれる状況です。

しかし、そのような限界集落日前 (65歳 以上人口比率 宇和島市 :40.30/O、 鬼北町 :46.8%、 松野町 :

47.2%、 愛南町 :45.6%)であるからこそ、地域の方が身近に相談できる、地域に根ざした法律系専門職「土

地家屋調査士」として、できることがあると考えています。

毎年支部で行っていた登記相談会が、コロナ禍以降できていない状況ですが、各事務所に置いて日常的に

相談できる体制は維持されており、会員一人ひとりが「土地家屋調査士」制度を背負って、日々専門的知識の

研鑽を行い、公正・誠実に業務を行うことが、とても大切であると考えています。

本年も新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、よリー層支部活動の充実を図っていきたいと考えて

いますので、支部活動へのご協力をお願いいたします。

以下余談です。

現在の円安は、日本のフアンダメンタルズ(経済の基礎的条件)に よるものと説明されます。では、日本経

済の基礎的条件とは、経済成長率>低い、物価上昇率>低い、財政収支>大赤字となり、頼みの綱の経常収

支も今後は赤字 ?と いう点で、成長分野での新産業育成を行ってこなかった国の不作為(投資、規制緩和)が、

失われた30年、官製不況の原因となっているのだと思いますけどね。知らんけど。
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親睦交流会の F,千再僧の 證報告

西条ブロック長 伊 藤   聡

西条支部西条ブロック(会員16名 )|よ 、令和 4年 7月 23日 (土 )に親睦釣り大会を開催しました。本年度は屋

外での密を避ける会員交流事業として開催し、当日は天候にも恵まれ無事に開催することができました。

午前 8時に西条市三津屋漁港を出発し来島・しまなみ方面へ、真鯛やアコウを狙い十数匹の釣果がありま

した。ただ、私が魚釣りよりなにより良いと感じたのは、夏の来島 。しまなみの絶景と楽しそうな皆さんの

笑顔でしたよ。(笑顔の写真は恥ずかしいので掲載できません…了承くださいA∧ ;)

夕方 5時頃には三津屋漁港に到着し皆さん無事に交流事業を終えることができました。屋外の気分爽快な

活動でしたので来年も是非とも実施していただきたいと思います。

ご参加いただいた皆様本当にありがとうございました。

真鯛やアコウなどの釣果

夏の来島・しまなみの絶景

ハ

→
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委員会便 り

表示登記研究委員会 委員長  宮 本 邦 彦

今回、松山地方法務局において「不動産の表示に関する登記事務取扱要領 (以下要領という)」 の改正作業に

ついて、愛媛県土地家屋調査士会との協議を行うことから、表示登記研究委員会の委員長を拝命し、その協

議を行ってきました。

今回の改正の主眼は、法務省民事局において取りまとめた「筆界の調査。認定の在り方に関する検討報告書」

を受けて、登記官の境界確認情報について定め、当該報告書に対応したものです。

私も過去に、法務局職員として平成 7年・同18年 。同19年の改正作業に従事していたこともあり、要領改

正により登記官は表示に関する事務についてしばられるものであり、その結果我々土地家屋調査士の業務内

容についても影響を与えるものであると認識しています。

本年6月 24日 から法務局首席登記官・総括表示登記専門官等から説明を受け、その条文改正の協議(4回 )

を行うため、表示登記研究委員会をも4回開催し、意見を徴収し法務局に対し要望等を行ってきたものです。

今回の改正の根本には、平成18年・登記法改正に関する筆界特定に関する事項を引き継いでいるものと考

えています。筆界特定作業においては境界標の設置を義務付けることなく、座標で特定することが可能とし

ていること及び、地積測量図の作成方法を座標法によることを明確にしています。

土地家屋調査士等の取扱う表示に関する登記申請業務等については、不動産登記規則第93条に定める調査報

告書添付を求め、それを登記官も筆界確認情報として取扱うものとしている。

土地家屋調査士業務として、各自境界確認書の取得作業を行っていることと思いますが、所有者等からの

筆界確認情報を提供することにより、事務処理力潮煩調になされるように行っていくことが申請人の利益にな

ると考えています。

ただ、今回の要領改正については、土地家屋調査士会との協議機関が短期間であったこと、また法務局サ

イドの都合により要領改正時期が、本年9月 末と期限が定められていたことから、要領改正施行後に土地家

屋調査士等に対する説明会が実施されることとなりました。

今回は見送られたが、建物表題登記等において要求される、所有権証明情報について、近々に再度要領改

正が予定されることが法務局より情報が寄せられました。建築確認書と検査済証は同一証明情報(1点 )と し

て、プラスエ事完了引渡証明書 (E口鑑証明書付)の添付が必要との方向で検討しています。

今後は、各登記所における登記官の事務取扱の統一を早期に行うことが求められることから、質堤応答が

なされ、各会員に配布されることを期待しています。

私が在職していた当時は、四国内における取扱いも各局相違があったものであるが、現在の法務局の人事

異動は、四国以外とのブロック間交流が行われていることから、各登記所における地図の精度・作成機関・

備え付け状況も相違することから、各土地家屋調査士と法務局職員との協議が必要となっています。

今後とも、会員各位が、登記官との協議等情報の共有を行うことが必要と感じています。

―-20-―



綱紀事案について思う事

綱紀委員会 委員長  掃 津 鉄 男

令和 8年度から綱紀委員長に選任されて現在に至っておりますが、その間に感じた事を申し上げて参考に

していただければと思います。

結論から言うと、現在の社会情勢に合わせた業務執行を行わないと、思わぬ事で懲戒請求が申し立てられ

る事があるという事です。

昔はこれで良かったというような考えは通用しないので、充分注意を払って業務を行わなければならない

と思います。

会員目線で業務を行うのでは駄日で、一般依頼者に理解していただけるように充分に説明し、連絡を取り

ながら進めていかないと、思わぬ事で苦情が出てくる事があるようです。

苦情の申し立ては誰からでも出来るので、中には関係者でない方から、会員から見れば「何でこんな事で

昔情が出るの ?」 と思われる事で申し立てられる事例もありますが、それ位慎重に業務を進める事が必要だ

と思います。

つまり、自分は自分で守るという事が大切だと思います。

その為には、会員間の繋がりや、情報の共有が必要だと思います。

総会等にも積極的に参加し、会議後の懇親会にも出席して、気軽に話し合える会員間の関係を築く事が大切

であると思います。

また、調査士会連合会のホームページに懲戒事例が公表されておりますので、見ておかれる事を推奨いた

します。

●  ●
t

Ψ
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会員コーナー

退会にあたって

元松山支部会員 倉 富 雄 志

令和 4年 2月 をもって、調査士生活を卒業することとしました。昭和52年 の登録ですから、45年間調査士

の業務に携わったことになります。在職中は、調査士会の役員の皆様、会員の方々、事務局の職員さんには

大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。

さて、私が今回調査士を廃業すると決断にいたつたのには、二つの大きな理由がありました。

その一つ目の理由は、老老介護の問題でした。義母が義父に先立って逝ったため、義父は独居暮らしとな

リー部生活の手助けをせざるをえなくなりました。昼食と夕食の調理と、宅配を週に6回ほど負担せざるを

えなくなったのです。

また15年前に妻が脳内出血で倒れ、当初はそこそこ炊事や洗濯、掃除と何とかこなしていましたが、現在

は車椅子暮らしとなり家事一般をこなすことが難しくなりました。結果として仕事と介護の両立が不可能と

なり廃業せざるをえませんでした。老老介護の問題は、今後多くの調査士の皆さんが、近い将来直面するこ

とになるかもしれません。

二つ日の理由としては、セカンドキャリアを積むには待ったなしの年齢となったことです。昔から、物書

きになりたいと思っていましたが、今回その目標に少しでも近づける機会にしようと決断いたしました。自

宅での執筆活動なら、妻の介護をしながら、余った時間で取り組むことができます。

現在取り組んでいるジャンルは、戦国時代を舞台とした短編の時代小説です。これまで温めてきたテーマ

を基に、様々な資料やネット検索を駆使して文書を作成していますが、日々新たな発見で驚きと喜びを感じ

ています。

短編を5作品くらい書き上げたら、自費出版まで漕ぎ着けたら良いのですけどね。

ということで元気に充実した第二の人生を歩いていますので、ご心配無きようにお願いいたします。

今後は、会員の皆様方になかなかお会いする機会も少ないと思いますが、お目に止まったら是非ともお声

掛けください。有難うございました。

次ページに、先日佐賀へ資料調査に行ってきて収集した資料を掲載いたします。調査士の皆さんは、この

資料をどう読み解くでしょうか。是非ともご意見いただければ幸いです。
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龍造寺政家隠居地 (久保田村)資料

佐賀地方法務局旧図

2022/9/13

S37空中写真

S50空中写真

天正18年 (1590年 )正月、豊臣秀吉は龍造寺肥前守政家について病弱を理由により、家督を嫡子

藤八郎高房に譲 り隠居することを命じた。また佐賀藩の国事については、龍造寺隆信の義弟であ

る鍋島加賀守直茂に委任することとなった。

龍造寺政家夫婦は大阪より帰国し、佐賀城の西約2里に位置する太倶の庄久保田村に館を構えた。

隠居料として、5,224石の領地を支給され軍役は免除された。

慶長12年 (1607年 )政家が没すると、隠居料は次男安良が相続したが、龍造寺の名前を捨て村田

氏を名乗つて鍋島家に臣従 し、佐賀城の堀を挟んで北西隅に居住 した。

さて、調
―
査士の皆さん、何を見て取 りますか ?
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会員コーナー Volce

令和 3年度土地家屋調査士試験問題 (抜粋)よ り
選定 大 西 涼 介

第4問 次の対話は,土地家屋調査士 (以下「調査士」という。)が代理人として電子申請の方法により土地の

合筆の登記の申請をする場合に関する調査士と補助者との対話である。調査士の質問に対する次のアから

オまでの補助者の解答のうち,正 しいものの組合せは,後記 1か ら5ま でのうち, どれか。

調査士 :土地の所有権の登記名義人が登記識別情報を記載した書面の交付を受ける方法により登記識別情報

の通知を受けていた場合において,電子申請の方法による当該土地の合筆の登記の申請について申請情報

と併せて当該登記識別情報を提供するときは,代理人である調査士は,当該書面をスキャナにより読み取っ

て作成した電磁的記録に,調査士による電子署名を付したものを提供することはできますか。

補助者 :ア 当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に,調査士による電子署名を付した

ものを提供することができます。

調査士 :電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において,不動産登記令附則第5条に規

定する添付情報の提供方法に関する特例により添付情報が記載された書面を登記所に提出するときは,代

理人である調査士は,当該書面を登記所へ持参しなければなりませんか。

補助者 :イ 登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができます。

調査士 :調査士が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において,申請人

が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記録された電磁

的記録を作成したときは,調査士は,調査士による電子署名を付した上で,当該電磁的記録に記録した情

報を添付情報とすることができますか。

補助者 :ウ 申請人による電子署名が付されていませんので,添付情報とすることはできません。

調査士 :同様の事例において,代理人である調査士が当該委任状を確認した上でスキャナにより読み取つて

電磁的記録を作成し, これに調査士による電子署名が付されている場合において,当該電磁的記録に記録

された情報及び当該電磁的記録の作成過程が記録された申請に係る不動産の調査に関する報告を申請情報

と併せて提供する方式 (以下「調査士報告方式」という。)に より当該登記の申請をしたときは,登記官に対

して当該委任状原本を提示する必要がありますか。

補助者 :工 調査士報告方式により当該登記の申請をした場合には,当該委任状原本の提示を省略すること

はできません。

調査士 :電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をした場合において,その後,当該申請を取り下げ

るときは,当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることがで

きますか。

補助者 :オ 当該申請の取下げは,その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

によってすることができます。

1 アイ    2 アオ    3 イウ    4 ウエ    5 エオ
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第 7問 登記完了証に関する次のアからオまでの記述のうち,誤つているものの組合せは,後記 1か ら 5

までのうち, どれか。

ア 登記完了証に記録される申請情報には,申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先が記録される。

イ 表示に関する登記の申請人が二人以上ある場合には,当該登記が完了した際に交付される登記完了証は,

その一人に通知すれば足りる。

ウ 土地の分筆の登記により新たに共同担保目録を作成した場合には,当該登記が完了した際に交付される

登記完了証には,当該共同担保目録の記号及び目録番号が記録される。

工 建物の名称が登記されている建物の表題部の変更の登記が完了した際に通知される登記完了証には,当

該名称が記録される。

オ 電子申請の方法によってされた登記の申請に基づく登記が完了した場合において,登記完了証の交付

を受けるべき者が,登記完了証を電子情報処理組織を使用した送信を受けることが可能になった時から 3

か月を経過しても自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しないときは,当該登記完了

証は廃棄される。

1 アイ    2 アオ    3 イウ    4 ウエ    5 エオ

第17問 建物の滅失に関する次のアからオまでの記述のうち,誤 つているものの組合せは,後記 1か ら 5

までのうち, どれか。

ア 甲建物の所有権の登記の登記名義人であるAが Bに対 して甲建物を売却 したが,Aか らBに対する所有

権の移転の登記がされる前に甲建物が滅失した場合には,Aは ,甲建物の滅失の登記を申請することがで

きる。

イ 取壊 し年月日が同一である主である建物と附属建物について滅失の登記をする場合には,当該附属建物

の表示欄の原因及びその日付欄には,何 らの記録を要しない。

ウ 抵当権の設定の登記がされている建物が取 り壊されて減失 した場合には,当該抵当権の設定の登記を抹

消した後でなければ,建物の滅失の登記を申請することができない。

工 共用部分である旨の登記がされている建物が滅失 したために当該建物の減失の登記を申請する場合に

は,その申請情報と併せて当該建物の所有権を証する情報を提供 しなければならない。

オ ー棟の建物がいずれもAが所有権の登記名義人である甲区分建物及び乙区分建物のみで構成されている

場合において,乙区分建物が滅失したときは,Aは ,乙区分建物の減失の登記と,甲 区分建物を区分建物

でない建物とする建物の表題部の変更の登記とを,一括 して申請しなければならない。

1 アイ    2 アエ    3 イオ    4 ウエ    5 ウオ
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会員コーナー Volce

私の印象に残つた問題

四国中央支音5大 西 涼 介

―問7-

本試験中、少しだけ見直しの時間を作ることができました。マークシー トの記入漏れを確認すると、マー

クシートの①のオ関には1つ もマークをしていませんでした。

第7問は本試験で唯―(ア )(イ )だけを読み消去法より解答を②とした問題だったので、時間が余れば読み

直そうと思っていました。読み直した結果(オ )の正誤がよくわからず、もし(イ )が誤りであれは0にマーク

がつくことになるので余計に悩んだ記憶があります。

試験終了3分前くらいでしたが、問題の内容ではなくマークシートの見た日上①にするか②にするかを真

剣に悩み、見た目を優先し解答を①に変更して試験終了となりました。試験終了時はマークシートの見た日

に少し満足感・達成感みたいなものがありました。

結局、第7問の正解は②でした。そして、令和 3年度試験の択一問題で正解が①となる問題はありません

でした。不正解ではありましたが無事合格することができたので、少しだけいい思い出です。

答案メモより

松山支部 石 田 和 広

択一式問題で間違えたのは、第 3問、第 5間、第 6問、第16問であった。

第 3問はウにOをつけており、「法定相続分に相当する共有持分を有 しているので,民法第256条第 1項に

規定する共有物の分割の請求をすることができる」。

この文章のどこが誤 りか今見てもわかりません。

記述式問題の第21間 は22.0点でした。遺産分割にかかわる土地分筆登記の問題で、減点分は、代位原因等

の文言のダメ詰めが出来てなかったのかなと思っています。

ヽ

q拐Ⅱ  とI曽口」―   Z郷 Ⅱ ―と躙― 8胡Ⅱ ―フ躙― 潮撰瓢ウ8陛彰
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困 報菩Hか ら

中国 。四国プロック協議会合同研修会レポー トin広島

広幸賠日 石 川 武 将

皆さん、事件は現場で起き、日々は否応なく過ぎるものです。

会報の投稿締切日(ll月 15日 )を 3日 ほど過ぎた、去る令和 4年 11月 18日 (金 )。 19日 (土 )、 標記研修会が広

島県において開催されました。会報の取材も兼ねて(と いう体で)、 研修を受けてきましたので、会報編集委

員会が開催 (11月 25日 )さ れる前日ではありますがここにレポートとして記し、皆様に何かをお伝えしたいと

思います。 (こ れ以後の( )の 中身は、独り言、想像が含まれていますが、無毒の為、害はないようです。なお、

( )を飛ばして読んでいただくと非常に読みやすいかもしれません…最初から言い訳じみてますね…)

中国ブロック協議会と四国ブロック協議会が、知識の研鑽・近隣ブロック間の交流などを図るため、2年

に一度持ち回りで担当となり開催されることになった (と いう認識で、いつから始まったかは知らないんで

す)合同研修会で、(2年前はコロナのため残念ながら中止になった…んだよね)4年ぶりに開催されること

になりました。今年度は、広島会が研修担当となり、ホテル広島ガーデンパレスにおいて、 1日 目を広島会

顧問弁護士田中陽先生による「調査士業務に関連する法律問題 (筆界確認書作成業務、及び業際問題)」 として、

2日 目を広島会常任理事水津英己先生による「ローコス トGNSS機器による民間等電子基準点への登録方法

等について」として、ご講義いただきました。

田中先生の講義においては、令和 4年 4月 14日 法

務省民二第535号通達 (ネ タが新 しい 1)、 いわゆる、

「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱い

に関する指針」を取 り上げていただき、指針の中に

ある筆界確認情報について、丁寧に、また、分かり

やす く解説をしていただきました (それをうまくこ

こに書けるほどのアレが私には無いのですよ)。 後

半では、業際問題 (非常にセンシテイブな内容であ

ります)と して、調査士法第3条に書かれた業務内          田中先生の講義

容、グレーな部分、超えてはいけないことを、改めて考えることとなる、非常に有意義な3時間となりまし

た。先生の途中途中に挟まれた小話のなかでも印象に残ったのが、「親切心からくるサービスが実は業際問

題に関係してくるので、注意が必要(そ んな感じだったような…)」 ということでした(その他にもええ、あり

ましたよ。ありました)。 ありがとうございました。
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報菩萬から

2日 目の水津先生の講義では、GPS測量 (い までいうGNSSですが、私は結構GPSと いいがちです)が始まっ

た当初から現在のGNSS測量に至るまでのこと、世界測地系での測量成果による図面を作成する事が、災害

が多発する昨今の状況では重要であるということ。そのために、かつては高額であった測量メーカーの機器

に加え、ローコストGNSS測量システムの導入により(それらを使用しても遜色のない成果を得られるので)

選択肢が増えたので、積極利用の為、その導入手順等を会員にHPで提供しているとのことでした。また、

広島会が行ったGNSS基準局 (民間電子基準点)の設

置 (会 としては2番 目の設置)に 関しては、設置 (一

般に公開されて利用ができる)す ることのメリッ

ト、設置する為の必要な機器や手順までも包み隠さ

ず公開 (研修資料に|?)さ れており、その内容につ

いての理解は(え え、それです。駆け抜けました)あ

れですが、調査士会として、個人として、できるこ

とに積極的に取り組まれているのが印象的でした。

ありがとうございました。 水津先生の講義

1日 目の夜には懇親会も開催され、充実した時間を過ごすことができました。

中国プロックの皆様、広島会の皆様、本当にありがとうございました。

―独り言―

・田中先生は、司法書士試験に合格した後、平成14年 に司法試験に合

格し弁護士になったということで、若く見えますが同学年でした。

懇親会の時(え え、最後に駆け込みで…)|こ名刺交換をさせていただ

きましたが、羨望のまなざしでみるしかない石川なのでした。

・広島会に関しては資料センターHPの充実 (研修中ちらっと見えた

のですが、すごいなあと率直に感じました。愛媛で ?う ぅぅむ…が

んばれ誰か |)ぶ りが、今でもうらやましく思う今日この頃なので

ありました。

取り忘れていたので夜に撮影
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では、本編より何故か長い本当のレポート(ど―でもいいやつ)に参りましょう。

四国中央市('H之江駅)を 午前 9時38分に出発し、乗り継ぎの岡山に着いて階段を駆け上がり、なぜか新幹

線乗り場じゃない方の改札にスタスタと向かい、切符を投入し「ピコンピコン」と鳴らされ、「??」、それを

2回繰り返してふと気づく(あ る意味助けられてるんですけどね)「はっ I」 私は何を…。(3月 の山国会の研

修の際に新幹線に乗ったときは普通に乗り換えられたのに)疲れてるのかないと思いつつ、無事広島へ11時

44分に運ばれました(行 きは2時間6分)。

到着後はすぐに、研修会場近くのラーメン屋 (あ らかじめ調べることができるのですよ。私でも)に徒歩で

向かいます。

三つ菜さん(写真は雑) メニ ュー 中華そば大盛

中華そば「三つ菜」さん。MAZDA Zoom‐Zoomス タジアム広島の近くにあります。

中華そば大盛 (基本スタイルとして、米は食べず大盛)を いただく。

女性店長 ?が一人でテキパキと注文を捌いていました。

ごちそうさまでした (基本スタイルとして、味の感想は伝えず感謝を伝える。味は好みの問題もあるし、

私の好みを伝えても仕方ないので…ええ食レポなんて(で きないんじゃないですよ)し ません)。

ちなみに、研修会場近くのはずが、(携帯を見るまでもないと思い)記憶を頼りに出発するとずいぶん遠かっ

たです (てへつ)。 過信 (じぶんならできる |)|ま 禁物ですね。

時が経てば、人は物事 (学 んだこと)を忘れていき、お腹は勝手に空いていく。

夜です。懇親会の後はお好み焼き (の レポートですよ、レポ)と 決めていましたので、竹内理事と「お好み

焼みつちゃん総本店」へ現地取材。

いか肉玉そば入りだつたような…おいくらかだったかなもあれです…メニューも撮ってない。

ごちそうさまでした。広島風は野菜タップリであつさり、いくらでもは食べられませんが、コメントもあっ

さりで…。 (全てお酒のせい(魔力)だ と、私は思っております)

そんなこんなで夜は更けていくものであります。

―-29-―



報著Hか ら

お好み焼みっちゃん総本店

写真提供 :竹内理事 (撮 るの忘れてました)

切り回はかじってないですよ。
コテで切ってます。

朝は、お腹が空くときもありますが、食べ飲みした翌日は大抵いりません(省エネですね… ?)。

そして、広報…もとい麺部長(知 らない人は知らない)は 、お昼は常にラーメンを選択するのです。 (「調査

士麺喰部」絶賛活動中。詳しくはFacebookで )

岡田日調連会長と共に
(ご ちそうさまでした)

急いで撮りすぎ 中華そば大盛

中華そば陽気(YOUKI)さ ん 広島駅近く店

言わずもがな中華そば大盛をいただく。

近くの店 (ら ―めん“かぼちゃ"と 調べた時から思っていたら“かばちゃ"で した。かばちたれてたらあかん

ですね…正しい使い方かは…)に並んでたけど時間の関係で移動したのは内緒です。

ごちそうさまでした。

そして、会報の表紙写真の撮影の為、観光も兼ねてお出かけするのです。

ちなみに、表紙写真は、会報編集委員全員がそれぞれ持ち寄り選考されるものですので、こちらに載せら

れるかは、明日の結果次第となります。まだ、私も含めだれも投稿してないようですが・・・。もし、表紙に乗っ

た際には、ここは空白になってしまい、少々さみしいので、私が昨年持ち込んだ写真を載せるようにします

ね。さて、結果は…。

路面電車に乗り、歩き歩いて、無事、今回のレポートミッションが終了しましたので、後は帰るだけとな

りましたが、帰りは岡山で50分 ぐらい待ち、3時間以上かかりました…。疲れた。
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新幹線もなく、単線の」R四国は、待ち時間が長いのがやはり永遠のテーマ (課題)ですね。

会報のボリュームが気になり、一応書いておくかとなったのですが、いつも、害も無ければ内容も無いよ

う、 といった文章ということで、NAI・ NA1 16(シ ックステイーン)な らぬ、NAI・ NAIフ ォーテイーシツ

クスの石川(46歳 ♂)で した(何 も掛けないという手もある…
)。

知識もなく、単細胞の私は、あらゆることが結局永遠のテーマ(課題)の ようです。

ある意味心が強いのかもしれませんね。ありがとうございました。で、これ、没にならない ?

(14時前着手、17時 30分投了も、色々手直し)

「原爆 ドーム」
写真のセンスの無さは折り紙付き

「広島城」名前どおり?

お城好き ,日 本の夜景100選

「具定展望台」娘にホラーといわれて
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報著Hか ら

日本スポーツマスターズ2022テエス競技、優勝者に訊く !

広幸賠8 石 川 武 将

(イ ンタビュアー :以下「イ」)本 日はよろしくお願いいたします。改めまして、日本スポーツマスターズ

2022岩手大会テニス競技、優勝おめでとうございます。

(頼永学和会員 :以下「頼」)あ りがとうございます。この大会は競技志向の高いシニア世代を対象とした

スポーツの祭典であり、実施競技はサッカー、バスケット等13競技あります。私はその中のテニス競技に愛

媛県代表として出場しました。テニスは35歳 以上シングルスと45歳以上ダブルスの2種 目があり、令和 4年

9月 23日 ～26日 の4日 間で各都道府県の代表47組十開催県 1組の計48組で日本―を目指します。予選は4組

のリーグ戦を行い、 1位のみ決勝 トーナメントに進めます。予選リーグ、決勝 トーナメントの計 7試合を勝

ち抜き、45歳以上ダブルスで優勝することができました。特に決勝では私の憧れでもあり、全日本選手権ダ

ブルス、ミックスで計 5度優勝している佐藤博康プロに勝つことができ、喜びもひとしおです。

「イ」悲願の日本一ということですね。

「頼」正直、このマスターズには縁が無いのかと思っていました。私のペアは 1歳年下なので私が46歳、彼

が45歳の時に日本スポーツマスターズ2018札幌大会に初挑戦したのですが、大会の約 2週間前に北海

道胆振東部地震が発生し、マスターズ史上初の中止となりました。翌年の日本スポーツマスターズ

2019岐阜大会では大会開催日初日に台風が直撃し、予選の試合形式が急速10ポ イント先取に大幅に変

更されました。 2勝 1敗で予選落ちとなり、その 1敗 した相手チームが優勝し日本―になりました。

翌年の日本スポーツマスターズ2020愛媛大会、その翌年の2021岡 山大会と2年連続でコロナのため中

止となりました。また、今年もコロナのため愛媛県では9月 16日 までテニスコートが使用禁止となり、

大会直前まで満足に練習ができない状況の中で3年ぶりに開催された2022岩手大会でしたが、念願の

優勝をすることができました。途中、本当に何度も心が折れそうになりましたが、自分を信じ諦めず

に努力した甲斐がありました。

「イ」テニス以外の事で翻弄されることが多かったのですね。

ペアを組む塚岡武さんのことをお聞かせください。

「頼」彼とはずっとライバルで1度 もペアを組んだことがなく、マスターズに向けて46歳から初めてペアを

組みました。心から信頼でき、尊敬できる同志です。彼がいたので日本一という目標に向かって頑張

ることができました。
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「イ」同じ目標に進もうとする仲間 。同志の存在はかけがえのないものですね。

そもそも、頼永さんがテニスを始められたきっかけや時期は ?

「頼」父の影響で小中高とソフトテニスをしていました。ステファン・エ ドバーグが好きで、本当はテニス

をしたかったのですがテニス部がなかったので。テニスを始めたのは土地家屋調査士の試験に合格し

てからなので29年 です。あまりにテニスが好きすぎて新婚旅行はウインブルドン観戦に行きました。

また、先日引退したロジャー・フェデラーの大ファンで、海外にも観戦に行きロジャーにサインをも

らったこともあります。今もテニスを始めた時と同じ気持ちで、まだまだ強くなりたいです。

「イ」テニスヘの想いの強さが伝わります。日々 の練習等はどうされているのでしょうか。

「頼」テニス自体は週 2、 3回ですが、日々の走り込みを含めると実質毎日になります。

「イ」愛媛県代表で参加されているのですが、予選での苦労などはありましたか。

「頼」コロナ禍では、コートが閉鎖になったり、市町間の地域移動が制限されたりして、練習時間も場所も

なかなか確保できない状況になっていました。また公嘱協会大洲支所長に就任したので、さらに厳し

い状況になっていました。そこで、練習の時間ではなく練習の質を高めようと考え、その為には自分

より若くて強い相手と練習する必要があり、必然と松山で練習するようになりました。松山はテニス

人口が多くなかなかコートの予約ができないのですが、予約が取れれば、平日の仕事が終わってから

ナイター練習とか、朝 7時から2時間練習とか、僅か 1時間しか予約が取れなくても松山まで練習に

行ったりして隙間時間を利用し、とにかく少ない時間でも質の高い練習をしようと努力しました。

「イ」コロナの影響で苦労は多かったようですが、練習を見直したことや日々の弛まぬ努力が今回の優勝ヘ

繁がったのですね。では、競技を続けていることが、調査士業務に役立ったなと思うことはありますか。

「頼」仕事、練習と時間の管理が必須なので、時間の使い方、スケジュール管理は上達したと思います。で

も一番は粘り、諦めない心がより強くなりました。

「イ」時間管理は人事ですね。これからの目標 (テ ニス競技・調査士として)をお聞かせください。

「頼」テニスにはシニアの日本―を決める大会が日本スポーツマスターズ、全日本ベテランテニス選手権の

2つあります。マスターズは優勝できましたので、最高成績準優勝の全日本ベテランテニス選手権の

優勝を目指したいです。調査士としてはテニスをしている自分がライバルだと思っていますので、テ
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■ 報善|か ら

ニスをしている自分以上に頑張るつもりです。

「イ」ありがとうございました。これからも体調管理にお気を付けて、調査士業務とテニスを続けてくだ

さい。今後も益々のご活躍を期待しております。

人物紹介

頼永 学和 (よ りなが みちかず)会員 昭和47年 1月 9日 生 血液型 :A型

平成6年 2月 21日 入会 大洲支部所属 ADR認定番号 :450010

趣味 (テニス以外):プロレス、音楽鑑賞

長所と短所 :長所 かなり負けず嫌い  短所 声が大きい

好きな言葉 :チ ャレンジ

大会概要 (テ エス競技)

主催 公益財団法人日本スポーツ協会 岩手県 公益財団法人岩手県体育協会

公益財団法人日本テニス協会 盛岡市 〔ロジ主管 岩手県テニス協会

期日 令和 4年 9月 23日 (金・祝)か 日(月 )ま で(4日 間)

予選リーグ 23日 (金・

決勝 トーナメント 25

。2回戦、24日 (上 )2。 3回戦

回戦 。準々決勝、26日 (月 )準決勝 。決勝

(予選:ダブルス48組を12組 (プ ロック)に分け、各ブロック4組 (チーム)|こ よる総当たり戦で各組 (プロック)

1位が決勝 トーナメントヘ進出)

会場 盛岡市立大田テニスコート(砂入り人工芝)

参加人員 監督 (各都道府県 l名 )、 シングルス(48名 )、 ダブルス48組 (96名 )

各都道府県テニス協会より、各 1名 。1組 とし、開催県は各 2名 ・2組 とする。

実施種目及び年齢基準 【男子ダブルス】45歳以上

栄光への軌跡

予選8組 (6ゲームマッチ、対戦相手は岡山(6-2)、 岐阜(6-1)、 徳島ペア(途 中棄権))を全勝し、危

なげなく1位通過。

決勝 トーナメント1回戦(8ゲームマッチ)は千葉ペアを8-4、 準々決勝の兵庫ペアを8-1で下し、準

決勝 (2セ ット6ゲームマッチ)では岐阜ペア (あれ、岐阜ペア2組目?)を 6-4,6-2で 仕留め、最後の

決勝戦では東京ペアに7-5,6-4と 、ストレートでの勝利 1見事日本一に輝きました。
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写真提供 :頼永学和会員
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報蓄躊から

テレビ愛媛の取材も受けられました

写真提供 :竹内匡会員

インタビュー後記 (書 きたがりだなあ～
)

頼永さんは、私より4歳年上なのですが、とにかくエネルギッシュで凛々しいという印象を受けました。

インタビュー依頼にも即答でお受けいただき、また、お話をいろいろ聞かせていただく中でも (前記には

書いていない雑談もありました。って、下で書くんですが)、 テニスヘの情熱はもちろん、仕事に対する向

き合い方にしても、真っ直ぐ前を見られている感じがします。

今大会以外にも全国各地で行われる大会に年中参戦しており、移動 (遠方でも試合後すぐに車を運転して

帰るとか、体が動かない私には考えられない |)や宿泊 (敗退が決定したあとのキャンセルも、あそこのホ

テルは対応がよいとか)の話、ライバル (参戦している方)の ことなど、たくさんのことをお聞かせいただ

きました。お忙しい中での対応、本当にありがとうございました。

あとは、大会の時に「土地家屋調査士」のアピールがさりげなく出来るようなグッズなどを考えておきます。

皆様も日本一となると流石に難しいかもしれませんが、続けているスポーツ・趣味などがございましたら、

深掘りさせてください。ご連絡お待ちしています。

インタビュアー :広報部 石川武将
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務 瓦|

宇和島支部・藤田浩光会員事務所訪問 編集委員 金寄 学

1.調査士になつたきつかけ

交流会でよい仲間と巡り合つたことがきっかけ

です。

2.調査士になって良かつたこと

よい仲間ができたこと

3.好きなもの

特になし

4.趣味

仕事

5,長所と短所

長所 :粘 り強いところ

短所 :飽きつばい

6.前職は

会社員

フ。これからの目標

私の携わる仕事に関わつた全ての皆様の生活の

安定と向上に資することが出来るよう、常に品

位を保持し、公正かつ誠実にその業務を行つて

まいります。

入会のことば
宇不□島支部 藤 田 浩 光

この度愛媛県土地家屋調査士会に入会いたしました藤田浩光と申します。

王見在、全く畑違いの職種を営んでおりますが、交流会でよい仲間と巡り合い、

3年間の試験勉強の末に合格し、令不□4年 4月 1日 に土地家屋調査士として

登録いたしました。

土地家屋調査士としての経験はなく、知識としては3年間の試験勉強で培つたものしかございま

せん。

そんな私は、同じ働くということであつても、誰よりも意欲を持つて主体的に仕事をすることを

モットーにしていますので、試験合格後、未経験で即開業という道を選びました。もちろん、よい

仲間が周りにいたからこそできたことであると感謝しています。

今後は諸先輩方を見習い、いち早く実務を覚えて、不動産の表示に関する登記及び筆界を明らか

にする業務の専門家として、仲間の調査士のみならず、私の携わる仕事に関わつた全ての皆様の生

活の安定と向上に資することが出来るよう、常に品位を保持し、公正かつ誠実にその業務を行つて

まいります。

宜しくお願いいたします。
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愛 導 獲 覺
松山支部・影岡祐紀会員事務所訪問 編集委員 都築浩平

l.調査士になったさっかけ

高校のときに測量士の資格を取得し、測量設計
コンサルタント会社を経て調査士事務所に勤
務。補助者として調査士業務に携わりながら調
査士試験に挑戦していましたが、令不□3年度に

晴れて合格することができました。
2.調査士になって良かつたこと

自分の頑張つた分だけ結果として返つてくるの
で、仕事にやりがいを感じます。

3.好きなもの 海老 (お寿司の苅で海老以外)

4,趣味 釣り (エギング・ジギング)

ら,辰所と短所

長所 :好きなことには熱中できる

短所 :長所の反対
6,前職は

測量設計コンサルタント会社では山口県で地籍
調査に従事し、立会・測量を行つていました。

フ これからの目標

土地家屋調査士として、社会貢献という気持ち
を大切にし業務に臨んでいきたいです。

8.その他

伊予市の郷土芸能である「伊豫之三名島扶桑太
鼓」の活動をしてます。またプロの和太鼓集団
「FUSOU&ARATA」 としても活動し、毎年12
月にはライブも行つています。会報えひめが皆
様のお手元に届くころには間に合いませんが、

県内外のイベントや定期的に他のライブも開催
していく予定ですので、ご興味のある方はぜひ
お越しください。

入会にあたり
松山支部 影 岡 祐 紀

令和 4年 4月 1日 に入会しました影岡祐紀と申します。愛媛県伊予市生ま
れ、伊予市育ちです。平成30年度に初めて土地家屋調査士試験を受験し、令
不□3年度に合格しました。

土地家屋調査士になろうと思つたきっかけは、高校生の時に測量士を取得
し、高校卒業後 6年間測量会社で地籍調査 (県外)を しておりましたが、出張が苦痛に感じるよう
になり、地元に戻りたいと思つていた時に、土地家屋調査士という資格を矢[lり 、今までの経験も生
かすことができるし、土地家屋調査士の減少及び高齢化が進んでいる事もあり、チャンスだと思つ
たからです。

また、私は5歳から和太鼓をしており、プロ和太鼓集団「伊豫之二名島扶桑太鼓 FUSOU&ARATA」
で和太鼓奏者としても活動しております。毎年12月に、伊予市のIYO夢みらい館でコンサートをしてお
りますので、ご興味がある方がおられましたら、ぜひご来場ください。

これからは、多くの人から頼られる土地家屋調査士を目指して、一生懸命頑張りますので、宣し
くお願いいたします。

ヽ
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闘
松山支部・石田和広会員事務所訪問 編集委員 都築浩平

1.調査士になつたきつかけ

仕事で付き合いのあつた測量設計の事務所に土

地家屋調査士の看板を掲げているところがあ

り、将来独立を選択肢に入れていたので、漠然

と土地家屋調査士受験を始めた。

2.調査士になつて良かつたこと

今のところ調査士業務の依頼はありません。

3.好きなもの

なし

4.趣味

設計と園芸・家庭菜園

5,長所と短所

長所 :コツコツと継続できる

短所 :思い込みで行動することがある

6.前職は

測量設計コンサルタント

フ.これからの目標

筆界特定に係わること

入会にあたり
松山支部 石 田 和 広

愛媛大学工学部土木工学科を卒業して、土木関係に30年以上従事し1級土

木施工管理技士、測量士、技術士 (建設部門)と順次資格を取得してまいり

ました。

この度試験に合格でき、土地家屋調査士として登録するに至りました。

現在は落石対策工および一般土木構造物設計を兼業として行つております。特に、水路、擁壁等

の小構造物設計の経験が主なので、宅地開発等の民間土木に関し柔軟に対応できると思つておりま

す。土木設計に関しお手伝いできることがありましたらお声掛けください。

―-39-―



覺
松山支部・酒井 帝会員事務所訪問 編集委員 都築浩平

1.調査土になつたきっかけ

18歳のときに調査士試験に合格

2.調査士になって良かったこと

時間に縛られず自分のペースで仕事が出来る

こと

3.好きなもの

車・バイク

4,趣味

ツーリング

5.長所と短所

長所 :いい意味で次の日にはキレイに忘れる

短所 :考えすぎるところ

6,前職は

調査士事務所に補助者として就職

/.これからの目標

1日 1日 を大切にして業務に励みたいです。
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覺
四国中央支部・大西涼介会員事務所訪問 編集委員 石

'I耐

将

1,調査士になったきっかけ

父 (大西俊人先生)が、調査士であつたことが

大きい。ただ、25、 6歳ごろに手伝いを始め

るまでは、測量を仕事にしているという認識だ

けで土地家屋調査士 (という資格)は知らなかつ

た。

2.調杏士になつて良かつたこと

支部の集まりや、研修会などに参加できるよう

になつたこと

3.夕 rさ なもの

ギャンブル

4.趣味

サッカーをする 。見る、麻雀、釣りを始めた

5、 長所と短所

長所 :細かい作業を集中して続けられること

短所 :大雑把なところ

6.前職は

補助者以前はライブハウスでの音響担当や映像

作成をしていた。

/.これからの圏標

知識 。経験などを引継ぎ、父に頼ることなく業

務を完了できるようになりたい。

入会にあたり
四国中央支部 大 西 涼 介

令不□4年 5月 に入会させていただきました、四国中央支部の大西涼介と申

します。父親が土地家屋調査士ということもあり、父親の元で手伝いをして

いました。現在も同じ事務所で業務を行つています。

土地家屋調査士になることができ、自分の名前で業務を行うということに

責任を強く感じていますが、土地家屋調査士と名乗り自分の名前で業務を行えることはとてもうれ

しいです。もつと自信を持つて名乗り、業務を行つていけるよう日々努力します。

また、会員として自分にできることがあれば積極的に行つていきたいです。具体的にどうすれば

よいのかまだよくわかりませんし、業務としてもまだまだ分からないことが多いですが、少しでも

皆様に近付けるように頑張りますので、これからもご指導のほどよろしくお願いいたします。

大西 涼介事務所

大西悛人事務所
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苺
一会員のみなさん

このような制度があるのは

ご存じですか?

愛調発第234号

令和元年 9月 4日

会 員 各 位

愛媛県土地家屋調査士会

会 長 山 本 明 宏

株式会社東京法経学院及び学校法人近畿測量専門学校との協定について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成28年 に締結されました土地家屋調査士会四国ブロック協議会と株式会社東京法経学

院及び学校法人近畿測量専門学校との協定により、引き続き下記の優遇がありますのでご案内い

たします。

つきましては、同学院が開催する講座の受講及び同学校への入学を希望される方がおられまし

たら、事務局までご連絡 ください。

なお、最新の費用については、変更されている場合がありますので、各学校にご確認いただくか、

当会までお問い合わせ ください。

記

1.東京法経学院が開設する各講座に、ブロック会を通 じて入学を希望する場合、別紙 1「通信

教育・通学講座学費一覧表」の減免学費で入学が可能となります。

2 近畿測量専門が設置する測量専門学科 1年課程及び1青報測量学科 2年課程に、ブロック会に

所属する各府県土地家屋調査士会の推薦するものが入学を希望する場合、別紙 1の 4笏学等経

費一覧表のとお り、出願期間中の全ての期間において、入学金の一部 5万円と、検定料の全

額 2万円が免除されます。

土地家屋調査士を目指している補助者の方に !

知り合いの方が土地家屋調査士に興味をもつている !

土地家屋調査士を職業選択の候補に !

晶避堀玄
局まで

ださい l
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編 集 後 都

会報編集員となり、2年 目が終わろうとしています。

実際、なにをしたらよいのかわからず、他の編集委員

の皆様にはご迷惑をおかけしました。

伊 藤 淳 一

昨年に引き続き会報編集に携わらせていただきまし

た。まだまだ分からないことだらけでお役には立てま

せんでしたが、楽しんで取 り組むことができ良い経験

となりました。

ご多忙中にもかかわらず、寄稿 していただきました

皆様ありがとうございました。

副委員長 矢内原 知 久

編集は毎回大変な作業ですが、携わっていただいた

方々のおかげで無事発行することができました。皆様

ありがとうございました。振り返ってみると、前回の

会報からあっという間の 1年でした。昨年もいろいろ

ありましたが、私の中では人々のマスク姿しか印象に

残つていません。それだけあたり前の風景になってし

まいました。右を向いても左を向いてもマスク、マス

ク、気温の高くなった真夏でも皆さん決して外しませ

ん。本当に日本人は我慢強いです。しかし、今回ばか

りはその美徳が裏目に出ていると思います。そもそも

感染対策というなら、防毒マスク並みのフイルターに、

日の粘膜もゴーグルで守る必要がありますが誰もそこ

までやっていません。頭隠して尻隠さずのような状態

です。世の流れに抗うのは大変ですが、私たち大人が

行動すれば】犬況も変化すると思います。今年は少しで

も良い方向に向かうよう願っています。

委員長 都 築 浩 平

このたびは「会報えひめ第141号」におきまして、大

変お忙 しい中、寄稿いただきまして誠にありがとうご

ざいました。

厚 くお礼申し上げます。

そして、都築委員長をはじめ、矢内原副委員長、伊

藤委員、石川委員、中川委員、金寄委員、お疲れさま

でした。

皆様方のご尽力のお陰で、今年もすばらしい会報に

なりました。

担当副会長 藤 永   守

寄稿いただきました皆様方、ありがとうございまし

た。また、事前にアンケー トにご協力いただいた皆様

方、貴重なご意見をいただき感謝に尽きません。その

中に「普段よくみかける人だけど、ちょっと近寄 りが

たく感 じているような人の、生活や趣味のお話の記事

が掲載されていたら、より興味をもって読むことがで

きると思います」とありました。

その人の選定…はなかなか難 しいため、寄稿 (武将

は、いえ文章はその人の見えない部分を表す ものと

思っています)に頼ってしまったわけですが・・・。ご

意見を活かせず、今期 (私が勝手に)目 標に掲げてい

た、眠れる獅子達からの (多数の)寄稿への道は任期

とともに志半ばとなりました。これはひとえに広報武

将ぃえ部長の責任であります。

この責任は…はっ |こ れ編集後記ではなくて反省文

ですね。失礼いたしました。

会報発行を支えていただいた全ての方々、ありがと

うございました。感謝 I

石 川 武 将

2年 目なので 2回 目の会報編集に携わりましたが、

昨年と変わらずたいして役に立てず。

数回の委員会で何かを作 り上げる大変さを今後に生

かしたい 1会報編集員のみなさんお疲れさまでした。

中 川 清 貴

昨年度に引き続き会報編集に携わらせていただきま

した。未だに自分が何をすべきなのか等々、理解でき

ておらず、他の編集委員の皆さんにご迷惑をお掛けし、

申し訳ありませんでした。また、会報発刊に伴いご多

忙の中、寄稿いただいた方々、ご協力いただいた方々、

本当にありがとうございました。

金 寄   学

会報感想を右のQRコードから募集しています。

愛媛会会員以外の方の感想もお待ちしています()

―-46-―



●  ゙ ●

▼ ▼

…

エ

n常 ′い nヽa′9ヽ rn常 ′ぃLna′0、 rn
愛媛県土地家屋調査士会

会 長 池川晋一郎

副会長 総務・財務担当 小野

業務・研修担当 合田 俊行

広報,社会事業担当 藤永  守

監 事 代表監事

名誉会長

理 事 総務・財務部長

総務・財務担当

業務・研修部長

業務・研修担当

広報 `社会事業部長

広報・社会事業担当

支部長 松山支部長

西条支部長

四国中央支部長

今治支部長

大洲支部長

宇和島支部長

事務局 事務長

勇 青田 宏之

秋山 純哉

別府 将幸

松浦  世

栗山 純造

井手 常生

小野 周平

池田 優作

竹内  匡

益田 貴之

石川 武将

都築 浩平

伊藤 淳一

中川 清貴

金寄  学

原田健太郎

西川 雄祐

伊藤 大繕

細川 安良

藤本  治
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お問い合わせ先

株式会社 TSC
〒761-0312香 川県高松市東山崎町 73-10

TEL:087-847-6448  FAX:087-847-6708
httpアAsc―tp com/

株式会社
=コ

ン・トリンプJレ

httpsアんvww nikon― trimble,co jp/



国民年金基金
のこ案内

― 不確実な将来に、今、備える一

ダブル

Wの
税請uメ リット

全額社会保険料控除の対象

公的年金等控除が適用

掛金は

結付は

プラス
と老後に

国民年金加入者 (第 1号被保険者)の年金給付は、

厚生年金加入者 (第 2号被保険者)と比ベー般的に少なく、

人生100年時代に向けて一層の自助努力が求められています。

国民年金基金とは

法律 (国民年金法)に基づき、国民年金 (老齢基礎年金)に上乗せする積立方式の

「公的な年金制度J十です。

国民年金基金のおすすめポイント ～節税しながら老後に備える～

1

掛金は全額社会保険料控除の対象となり所得税、住民税が軽減されます。
(掛金上限額(816,000円 /年)まで控除対象)

受け取る年金にも公的年金等控除が適用されます。

遺族一時金は全額が)F課税となります。

2

人生100年日寺代に向けた「終身年金」が基本です。

キャンペーン実施中 !

1～ 3月ご加入の方に

クオカード3,000円遣塁 !

3
同一生計のご家族の掛金も負担した方の社会保険料控除の対象となる税制面のメリットがあります。

補助者の方の雇用確保の観点でご活用されているケースもあります。

※基金掛金は年金額が同じなら年齢が若いほど低く設定され、加入後も変わりませんので、

お早めのごカロ入がお得となります!

全国国民年金基金土地家屋調査士支部

お電話0120田 137‐533
〒1フ0‐0002東京都豊島区巣鴨卜6-12マグノリアビル2階

税制上の優遇措置

掛   金

遺族一時金

生涯にわたる給付

ご家族及び補助者の方も加入可能

020歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者の方

●60歳以上65歳未満で国民年金に任意力日入している方

国民年金基金に加入できる方

お問合せ |よ 下記の基金事務所へどうぞ

“

HP上でもシミュレーションや

加入申出のお手続きができます !



ケガや病気による
入院口通院に

備えておきたいな。

登記誤りを起こして
しまい、顧客から

損害賠償請求を
受けてしまつた。

＾

―

＾

―

ケガや病気で入院。
その間の収入を
どうしよう。。。

測量中にうっか

り測量機器を破
損 してしまつた。

【お問合わせ先】

く代理店・扱者> 有限会社 桐来サービス TEL.03(5282)5166

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1丁目2番 10号 土地家屋調査士会館6階

く引受保険会社>三井住友海上火災保険株式会社 TEL円 03(3259)6692

〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1広域法人部営業第一課
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解決のお手伝いをします

…でもその前に

の l益家との境界 トラブルは、その多くが境界標
の不整備によるものです。せつかく◆までお

隣りさんとl中 良しの関係だつたものが、いつ

たんトラブルになると孫子の代まで憎しみ合

うことにもなりかねません。そうならない前に、
土地家屋調査士に依頼して、境界標をしつか

り整備することをおすすめします。

…万―起きてしまつたら

遠慮なく「境界問題相談センター愛媛」にご相

談下さい。境界の専門家「土地家屋調査士」と

法律の専門家「介護士」が協力 して専門家の立

場から皆様のこ相談に応 じ、公正 `迅速・円満

な形でトラブルの解決を目指すようお手伝い
いたします。

境界トラブルでお困りの方、まずはお電話ください。

e   e

愛媛県土地家屋調査士会 (境界間題相談センター愛媛)は 、

平成20年 1月 25日 法務大臣から認証されました。

か い け つ サ ポ ー ト (認肛 紛 争 解 決 サ ー ビ ス )と は ?
「かしヽけつサポートJは 、民間事業者が行う紛争解決サービスのうち、当事音

と利害関係のない公正中立な第三者が、トラブルになつた当事者の間に入り、

双方の言い分をよく聴いて、専門家としての知見をいかして話し合いによつて

柔軟な解決を図るサービスで、法律て定められた厳格な基準をクリアして

いるとして法務大臣の認証を受けたもので現

そのため、安心して「かしヽけつサポート」をこ利用しヽただくことがてきま硯

境界問題相談センタ中夏媛
〒790‐0062 松山市南江戸1丁目4晉 14暑

愛負妥県E上ユ也家塵調査E士会肉  TEL089‐ 943‐6785

画麺0120工24工1103
賢隈口TEL 089・ 943‐6785

◎受 付/月～金 9:00～ 16:00
(ただし、掘祭日。12月29日 1`肩 3日および旧壼士会を
定める日は除く)

電話での相談はお受けしておりません。

ラ網個 ラ約なしてお越しいただいても、

相談をお受けできない場合がこざいます。

愛媛県土地家屋調査士会

愛  媛  弁  護  土  会

トラブル
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“表“のQR霞面申請は簡単操作 !

QRコ…ド付書面申請に対応しております。

申請方式(QR書面、奮面、オンライン)はワンタッチで

自動切替。QR書画申賄では申情書作成後ポタンひと
つてQRコ…ド取得から申請書印刷まで―括で処理
します。

ツ

▼
　
／

令和元年 11月 より運用開始さ11た調査士報告方式オンライン申路を

利用することができます。オンライン添付PDFへのXML署名機能も

装備しています。

卜れと | ′

/

… …
虚 ,

地番検索サービスなど新たな指定方法
の追加、取得スピードの向上、登日E情報
出力機能の強化等、“表"の登日E情報騎

取機能がますます便不出こなりました。 難

…

“表"で調査士報告方式オンライン申請 !

量記情報読取機能を一新 !

□ V瑚瑚
すッ'し

錫謡発売●」

回
本    社

東 京 営 業 所

名古屋営業所

大 阪 営 業 所

†民岡 営 業 所

〒フ91-2112

〒160-0003

〒450-0002
〒540-0023

〒812-0013

愛媛県伊予郡砥部町重光 248 3          TEと 0899570494
東京都新宿区四谷本塩町 440光 丘四谷ビル 5F   TEL 03 5360 1755
名古屋市中村区名駅 24514東 進名駅ビル 4F   TEL 052 856 2090
大阪市中央区北新町 11千 倉ビル 201       TEL 06 6940 3440
福岡市博多区博多駅東 2519サ ンライフ第 3ビル 6F TEL 092 432 9078

O法 律 と コ ン ピ ュー タ ー

株式会社リーガル①
http:〃 www.legal.co.,p′

【好評書籍のこ案内】

不動産登記申請書記載例集の決定版 !

不動産登記の
書式と解説

土地の表示に関する登記

建物。区分建物の表示に関する登記
不動産登記実務研究会 著
【第1巻】2021年 11月刊 A5判 312頁 定価31850円 (本体3,500円 )

【第2巻】2022年 3月刊 A5判 640買 定価フ,150円 (本体6,500円 )

●令和3年2月 に休刊となつた加除式図書「現行登記総覧 不動産登記の書式と解説」がA5判のよリコンパクトな
単行本に !

●より丁寧に、分かりやすく解説、新たな情報も追加 !

●事例ことに解説、申請書、添付書類、不動産登記記録例 (平成28年 6月 8日法務省民二第386号民事局長通
達)を収録 !

第 1巻

不動産登記の
書式と解説
E日土地の表示に関する奎記

不動産登記の
書式と解説
日撃1零据鉛

μl

第2巻

表示登記編完結 !

□ 日本刀□除出版
〒171-3516東 京都豊島区南長崎3丁 目16番 6号
TEL(03)3953-5642 FAX(03)3953-2061(営 業部)

www.kaio.cO.ip
ツイッターIDi@nihonkajo 盤
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